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新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション 訪問介護事業所 
運営規程 

 
訪問介護事業所 個別運営規程 

および 

デイサービス新倉敷良寛の杜 通所介護事業所 

新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション 訪問介護事業所 

新倉敷ピーチ居宅介護支援事業所 合同運営規程 

 

新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション 訪問介護事業所 

個別運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 株式会社ピーチ福祉医療システムズが開設する新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション

（以下「事業所」という。）が行う指定訪問介護事業及び介護保険法に基づく第１号訪問事業

（介護予防訪問介護相当サービス）（以下「訪問介護事業」という。）の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所に置くべき従業者（以下「従業者」とい

う。）が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護及び介護保険法

に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）を提供することを目的とする。 
 

（運営の方針） 

第２条 事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般に

わたる援助を行う。 

二 事業所の介護保険法に基づく第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス）の従業者は、その

利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護の状態と

なることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の

生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すために必要な援助を行う。 

三 訪問介護事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

四 事業所は、自らその提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 
 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一 名 称  新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション 

二 所在地  倉敷市玉島八島１５５５番地 
 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所の従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 

一 管理者 １人 

  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二 サービス提供責任者 1人以上 

  サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する

技術指導等のサービスの内容の管理を行う。 

三 訪問介護員等 3人以上 

  訪問介護員等は、訪問介護事業の提供に当たる。 

四 事務職員 1人以上 

  事務職員は、必要な事務を行う。 
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（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、居宅サービス計画により、営

業日及び営業時間以外でも、サービス提供を行う場合があるものとする。 

一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、１２月２９日から１月３日までを除く。 

二 営業時間 ９時００分から１６時００分までとする。 

三 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、２４時間対応可能な体制とする。 

又電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。 
 

（訪問介護事業の内容） 

第６条 訪問介護事業の内容は次のとおりとする。 

一 身体介護 

二 生活援助 
 

（利用料その他の費用の額） 

第７条 訪問介護事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は倉敷市で定める額とし、 

当該訪問介護事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額又は倉敷市で定める額に

「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を乗じた額とする。 

二 次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において訪問介護事業を行う場合の交通費とし

て、利用者から次の費用の支払を受けることができるものとする。 

① 公共交通機関（タクシーを除く。）を使用する場合は、事業所最寄りの駅等から利用者の居宅最 

寄りの駅等までの片道ごとの運賃と、事業所最寄りの駅等から通常の事業の実施地域を越える地点

に最も近い駅等までの片道ごとの運賃との差額に相当する額。               

② タクシーを使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道ごとの実費。  

③ 自動車を使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道２キロメートルごとに  

２０円。 

三 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書でその内容及び費用

について説明した上で、利用者から支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けるものとする。 

四  利用予定日の前日までにサービス提供をキャンセルした場合は、キャンセル料は不要とし、利用

予定日の当日にサービス提供をキャンセルした場合は、利用者負担金の２０％のキャンセル料を徴

取する。 又、特別の理由なく、事前連絡のなくキャンセルした場合は、利用者負担金の５０％のキ

ャンセル料を徴取する。ただし体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセ

ル料は不要とする。また、介護保険法に基づく第１号訪問事業サービスは、利用料が月単位の定額

のため、キャンセル料は不要とする。 
 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、倉敷市（ただし児島区域を除く）、浅口市とする。 

   

 
訪問介護事業所 個別運営規程 附則 

 
この規程は、平成 27 年 5 月  1 日   から施行する。 
この規程は、平成 27 年 6 月  7 日   から施行する。 
この規程は、平成 27 年  8 月  1 日   から施行する。 
この規程は、平成 27 年 11 月  1 日   から施行する。 
この規程は、平成 27 年 11 月 18 日   から施行する。 
この規程は、平成 28 年 8 月  1 日   から施行する。 
この規程は、平成 30 年  3 月  1 日  から施行する。 
この規程は、平成 30 年 10 月  1 日  から施行する。 
この規程は、平成 31 年 4 月 16 日  から施行する。 
この規程は、令和  3 年 12 月 23 日  から施行する。 
この規程は、令和 5 年 4 月 1 日  から施行する。 

この規程は、令和 6 年 3 月 1 日  から 
第 9 条以下の規程を 3 事業所合同運営規程に移行し施行する。 
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デイサービス新倉敷良寛の杜 通所介護事業所 

新倉敷ピーチホームヘルパーステ一ション 訪問介護事業所 

新倉敷ピーチ居宅介護支援事業所 

合同運営規程 
 

上記3事業所は合同で以下の項目の運営規程を定め、協力互恵的組織体制のもと行動する。 

① 緊急時・事故発生時対応 

② 非常災害対応 

③ ハラスメント防止措置 

④ 人権擁護と虐待・身体拘束等防止措置 

⑤ 業務継続計画（ＢＣＰ）策定 

⑥ 感染症の予防及びまん延防止措置 

⑦ 秘密保持、個人情報取り扱い、法令遵守 

⑧ 老人福祉法、介護保険法など法律に基づく政令及び倉敷市条例規則等遵守 

⑨ 法定研修等の研修実施 

⑩ 事業所掲示、ホームページ掲示 
 

（緊急時・事故発生時等における対応） 

第１条 3事業所は、介護サービスの提供中に利用者の急変、利用者の係わる事故が発生した場合は次

のように対応するものとする。 

一 介護サービス中に利用者が病気等で急変した場合は、協力して速やかに必要な措置を講じるとと

もに、主治医へ連絡を行い、当該利用者の家族、係る関係者に連絡する。  

二 利用者に対する介護サービス中に事故が発生した場合は、協力して速やかに必要な措置を講じる

とともに、当該利用者の家族、係わる関係者、市町村に、優先順位を考慮し、連絡する。  

三 当該事業者は、前項の急変・事故の状況及び急変・事故に際して行った措置についてそれぞれ記

録する。 

 

（非常災害対策） 

第２条 3事業所は合同で、非常災害に際して必要な具体的行動計画を策定し、避難・救出訓練を実施

し、対策の万全を期する。 

一 3事業所の管理者は協議にて、共通の防火管理者を選任する。 

二 防火管理者は、非常災害に際して、必要な具体的行動計画を策定し、これに基づく消防業務の実

施を行う。 

三 3事業所は、非常災害に備え、非常災害に際して必要な、具体的行動計画に基づき、毎年4月及び 

１０月に避難・救出その他必要な訓練を合同で行う。 

 

（ハラスメント防止のための措置）  

第３条 3事業所合同・安全衛生委員会は、利用者やその家族等から受けるカスタマーハラスメント、

職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、及びマタニティーハラスメントを防

止するため、次の措置を講ずる。 

一  安全衛生委員会は、ハラスメント部会長のもと、職員に、ハラスメントの概念、ハラスメントが

厳禁であること、対応策を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年 1回以上研修を実施し、

職員の周知徹底・啓発を図る。 

二  同委員会ハラスメント部会は相談・苦情に応じ、被害者への配慮のための取組など、適切に対応

するための体制を整備し、対応する担当者と窓口を職員に周知する。  

三 安全衛生委員会にて、ハラスメントの発生原因を分析し、確実な再発防止策を協議し、さらに再

発防止策の評価を行う。 
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(人権擁護と虐待・身体拘束等防止のための措置） 

第４条 3事業合同・虐待防止権利擁護委員会は、利用者の人権擁護と利用者への虐待・身体拘束等の

防止のため、次の措置を講ずる。 

一  虐待防止権利擁護委員会は、委員長の指揮統括のもと、職員に、 

①  人権擁護と虐待･身体拘束等の概念と詳細 

②  人権擁護の重要性、虐待・身体拘束等が厳禁であること 

③  職員又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)に

より虐待・身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に

通報すること 

④  市町村が行う虐待等に対する調査等には協力すること 

⑤  被害者への適切な配慮・取組体制の必要性を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年１

回、委員会を開催して確認・再検討し、一般職員・介護職員には年 2回以上、訪問介護職員に

は年 4回の研修(Web研修含む)を実施し、周知徹底・啓発する。 

二 また発生後は虐待防止権利擁護委員会にて、虐待・身体拘束等の発生原因を分析し、確実な再発

防止策を協議し、さらに再発防止策の評価を行う。 
 

（業務継続計画（ＢＣＰ）策定）   

第５条 ３事業所合同・ＢＣＰ委員会は、感染症や非常災害発生時の業務継続及び早期再開のための

計画を策定し、次の措置を講ずる。 

一 ＢＣＰ委員会は感染部会長・災害部会長を中心に職員に感染ＢＣＰ・災害ＢＣＰを周知徹底し、

必要な研修・演習訓練を定期実施（年各１回以上）する。  

二 各ＢＣＰを定期的に見直し、必要に応じ計画の変更を行う。 

三 感染症ＢＣＰ研修は感染衛生委員会感染ＢＣＰ部会兼感染まん延防止部会にて、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修と一体的に実施する。 
 

（感染症の予防及びまん延防止のための措置） 

第６条 3事業所は、合同で、感染症発生・まん延防止対応策を、指針とマニュアルにて明示すると

ともに、次の措置を講ずる。 

一  感染衛生委員会感染ＢＣＰ部会兼感染まん延防止部会の、感染症予防・まん延防止策検討会をお

おむね６月に一回開催し、その結果について、職員に周知徹底する。  

二  感染ＢＣＰ部会長のもと、職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

（シミュレーション）を各年１回実施する。 
 

（秘密保持義務、法令遵守義務、個人情報取り扱い規則） 

第７条 3事業所職員は、業務上の秘密保持義務、個人情報取り扱い規則、法令遵守義務をまず合同初

期研修において必ず理解する。 

一  3事業所職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、在任中だけでなく、離職後におい

ても、厳守するべき旨、及び当社就業規則及び法令諸規則の遵守義務を雇用契約書において確約す

る。 

二 サービス担当者会議等においては、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意、利用者の家

族の個人情報を用いる場合は当該家族同意を、あらかじめ文書にて得る。 

 

（運営に関する重要事項） 

第８条 この運営規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、老人福祉法及び介護保険法並

びにこれらの法律に基づく省令政令、倉敷市条例・規則に定めるところによるものとする。その他

は、株式会社ピーチ福祉医療システムズと事業管理者との協議に基づいて定めるものとする。 
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（法定研修等の研修に関する事項） 

第９条 3事業所は、事業所職員の質的向上を図り維持するため、下記法定研修・その他研修を、映像メデ

ィア、活字メディア、外部研修サービスを効率的に活用し、毎年反復網羅的に合同実施する。ただし、

研修時間が本業の介護サービス低下を招く過量と判断した場合は映像メディア個別研修とする。 

 

一 採用時研修A   採用後3ヶ月以内に実施する。 

二 初任者・中堅職員集団研修A、B  年間計画に基づき実施する。 

三 初任者・中堅職員個別研修C  個別年間計画に基づき実施する。 

四 管理職個別研修Ⅾ 

五 経営職個別研修Ｅ 

 

A１高齢者虐待・拘束等防止と権利擁護研修 A２ハラスメント防止研修  

A３法人理念・倫理・法令遵守研修 A４プライバシー保護・個人情報保護研修  

A５マナー接遇研修 A６感染症の予防及びまん延防止研修 

B１認知症・認知症ケア研修  B２高齢者機能低下研修  

B３介護予防及び要介護度進行予防の関する研修   B４感染症・食中毒・吐物処理研修   

B５熱中症・脱水研修 B６スキンケア・スキンテア研修  

B７事故発生予防・事故対応・再発防止研修 B８緊急・非常時研修 B９介護実践研修  

B10身体拘束排除研修   

B11ＢＣＰ(業務継続計画)研修＆訓練 台風津波水害   

B12ＢＣＰ(業務継続計画)研修＆訓練 感染症 

B13ＢＣＰ(業務継続計画)研修＆訓練 地震災害・火災  

B14ＢＣＰ(業務継続計画)研修＆訓練 夜間災害 

B15ＢＣＰ(業務継続計画)研修＆訓練 食料・備蓄物 

C１苦情対応＆カスタマーハラスメント研修  C２メンタルヘルスチェックと研修  

C３「５Ｓ」「３Ｍなし」生産性向上研修  C４ＰＤＣＡ研修  C５５Ｗ１Ｈ研修 

C６アサーション研修 C７レジリエンス研修 C８アンガーマネジメント研修  

C９ＮＬＰコミュニケーション研修  

D１スーパービジョン研修  D２コーチング研修  D３リーダーシップ研修 

E１経営学研修 E２労務管理研修  

 

（事業所掲示、ホームページ掲示） 

第１０条 3事業所運営に当たっての重要事項及び運営規程を施設内に掲示し、 

あわせて、ホームページ内にも掲載する。 

 

 

 
3 事業所合同運営規程 附則 

 
この規程は、令和 6 年 3 月 1 日  から 施行する。 

 

 

 

 
訪問介護事業所 個別運営規程 および 3 事業所合同運営規程 附則  

                   
この規程は、令和 6 年 3 月 1 日  から 施行する。 
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新倉敷ピーチホームヘルパーステーション 

（総合支援事業）訪問介護重要事項説明書 
 

                  様（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、倉敷市条例の規定に基づき、

当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 ピーチ福祉医療システムズ 

主たる事務所の所在地 〒713-8113 倉敷市玉島八島１５１３番地 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 大岩 富美子 

設立年月日 平成２５年９月１８日  

電話番号 ０８６－５２５－０８４０ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な

限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の

確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよ

う、居宅サービス又は総合支援事業訪問型サービスを提供することを目的

とします。 

運営の方針 

 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法そ

の他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、

地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者

の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予

防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 

 

 

 

 

ご利用事業所の名称 新倉敷ピーチホームヘルパーステーション 

サービスの種類 訪問介護・総合支援事業訪問型サービス 

事業所の所在地 〒713-8113 倉敷市玉島八島１５５５番地 

電話番号 ０８６－５２６－５５５１ 

指定年月日・事業所番号 平成２７年５月１日指定 ３３７０２０７７２６ 

管理者の氏名  

通常の事業の実施地域 倉敷市 
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４．提供するサービスの内容 

○ 当事業所は事業者運営規定に則り、サービスを提供いたします。 

○ 訪問介護（又は総合支援事業訪問型サービス）は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、 

  入浴、排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行う 

サービスです。 
 

   具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

 

①  身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機

能を高めるための介助や専門的な援助を行います。 

起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

②  生活援助 

 

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

 

５．営業日時 

営業日 
月曜日から金曜日まで 

ただし、原則、祝日と１２月３１日から１月３日を除きます。 

営業時間 

 午前8時30分から午後4時00分まで 

 ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対

応可能な体制を整える努力をします。 

 

６．事業所の職員体制 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

介護福祉士 常勤 １人以上、  非常勤 １人以上 

 介護職員初任者研修課程同等 修了者 常勤 １人以上、  非常勤 ２人以上 

 

７．サービス提供の責任者 

 あなたへのサービス提供の責任者は下記のとおりです。 

 サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 
 

サービス提供責任者の氏名  

 

８．利用料 

 あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いい

ただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の２割又は１割の額です。ただし、介護保険給付

の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 
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（１）訪問介護の利用料 （ただし制度変更により料金が変更されるがことがあります。） 

【基本部分】特定事業所加算Ⅲ・・・所定の単位数に１０％加算して記載しています。 

 
 

サービスの内容 
      

１回あたりの所要時間 

基本利用料 
※（注１）参照 

利用者負担金 
（＝基本利用料の１割） 

※（注２）参照 

身
体
介
護
中
心
型 

２０分未満 

 
１，８００円 １８０円 

２０分以上３０分未満 ２,６８０円 ２６８円 

３０分以上１時間未満 ４，２６０円 ４２６円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，２４０円 ６２４円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに８２０円を加算 ３０分増すごとに８２円を加算 

引き続き「生活援助中心型」を算定する

場合 

２５分増すごとに６６０円を加算 

（身体介護の所要時間が20分以上

の場合に限る。） 

２５分増すごとに６７円を加算 

生
活
援
助
中
心
型 

２０分未満   

２０分以上４５分未満 １,９７０円 １９７円 

４５分以上 ２,４２０円 ２４２円 

通院等のための 

乗車又は降車の介助 
  １，０７０円 １０７円 

 
（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者の同意を得て、同時に２人の訪問介

護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額となります。 
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ
します。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超え
た額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 

【加算】 
 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。  

加算の種類 加算の要件 
加算額 

基本利用料 利用者負担金 

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場合 

(１月につき) 
２,０００円 ２００円 

生活機能向上連携 

加算 

サービス提供責任者が訪問リハビリテーション

事業所または通所リハビリテーションの理学療

法士等に同行し、共同して利用者の心身の状況

等を評価した上、生活機能向上を目的とした訪

問介護計画を作成し、サービス提供した場合(1

月につき) 

１,０００円 １００円 

緊急時訪問 

介護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、緊急にサー

ビスを提供した場合(１回につき) 
１,０００円 １００円 

夜間・早朝、 

深夜加算 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～８時）

にサービス提供する場合 
上記基本部分の２５％ 
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深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供する場

合 
上記基本部分の５０％ 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合、下記の額を算定します。 
 

減算の種類 減算の要件 減算額 

同一の建物に20人以

上居住する利用者へ

のｻｰﾋﾞｽ提供減算 

当事業所と同一建物に居住する一定数以上の利

用者に対してサービス提供する場合 
上記基本部分の９０％ 

サービス提供責任者

体制の減算 

介護職員初任者研修課程修了者（介護職員基礎

研修課程修了者等を除く）をサービス提供責任

者として配置している場合 

上記基本部分の７０％ 

 
（２）総合支援事業 訪問型サービスの利用料 

【基本部分】 

サービスの内容 

※身体介護及び生活援助のみ 

（１月あたり） 

基本利用料 

※(注１)参照 

利用者負担金 

(＝基本利用料の１割) 

※(注２)参照 

訪問型サービスⅠ 

１週間に１回程度の総合支援事

業訪問型サービスが必要とされ

た場合 

１１,７６０円 １,１７６円 

訪問型サービスⅡ 

１週間に２回程度の総合支援事

業訪問型サービスが必要とされ

た場合 

２３,４９０円 ２,３４９円 

訪問型サービスⅢ 

１週間に３回程度以上の総合支

援事業訪問型サービスが必要と

された場合 

（要支援２の利用者のみ対象） 

３７,２７０円 ３,７２７円 

 

（注１）上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら

基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ

します。 

（注２）上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超え

た額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

 
【加算】 
 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。  

加算の種類 加算の要件 
加算額 

基本利用料 利用者負担金 

初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合 ２,０００円 ２００円 

生活機能向上連携 

加算 

サービス提供責任者が総合支援事業訪問リハビ

リテーション事業所または総合支援事業通所リ

ハビリテーションの理学療法士等に同行し、共

同して利用者の心身の状況等を評価した上、生

活機能向上を目的とした総合支援事業訪問型サ

ービス介護計画を作成し、サービス提供した場

合（１月につき） 

１,０００円 １００円 
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（３）キャンセル料 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただき

ます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不

要とします。また、総合支援事業訪問型サービスは、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は

不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の当日 利用者負担金の２０％の額 

 （注）利用予定日の前日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。 
 
（４）支払い方法 

 上記（１）から（３）までの利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますの

で、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、差し上

げます。 

 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

株式会社百十四システムサービス（百十四銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

〒760-0050香川県高松市亀井町７番地の１５（ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ内）   

TEL:087-837-2200 

収納システム名：１１４ワイドネットサービス 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の２５日（休業日の場合は直前の営業日）  

までに、現金でお支払いください。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の

主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

サービス提供時以外の緊急時の連絡先は以下の通りです。 
 
 ① 緊急連絡先 新倉敷ピーチホームヘルパーステーション（新倉敷良寛の杜内） 

         電話 086-526-5551 

 ② 対応時間  電話はサービス付き高齢者向け住宅新倉敷良寛の杜につながりますので常時連絡

は可能です。訪問介護員不在時でも新倉敷良寛の杜から管理者に連絡を取りサ

ービス提供時と同様に必要な措置を講じます。 

 

利用者の主治医 

医療機関名 

医師名 

所在地 

電話番号 

 

緊急連絡先 

（家族等） 

氏名（利用者との続柄） 

住所 

電話番号 

 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員（又は

地域包括支援センター）及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
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１１．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所下記窓口、利用者様居室ないし付属面談スペー

スでお受けします。 

事業所相談窓口 
電話番号 086-526-5551 管理者  

面接場所 当事業所の相談室 または サ高住良寛の杜利用者様居室 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 
倉敷市介護保険課 電話番号  ０８６－４２６－３３４３ 

岡山県国民健康保険団体連合会 電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

 

１２．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじめご了

解ください。 

  ① 医療行為及び医療補助行為 

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など 

（２）訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の

介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご連絡ください。 
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   令和    年     月     日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、以上のとおり重要事項を説明しました。 

 

 

事 業 者  所在地   岡山県倉敷市玉島八島 1513番地 

事業者名  株式会社ピーチ福祉医療システムズ 

代表者   代表取締役  大 岩  富美子    印 

事業所名  新倉敷ピーチホームヘルパーステーション 

説明者   サービス                印 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利 用 者  住 所 

 

氏 名                       

 

署名代筆者（又は法定代理人） 

住 所 

 

氏 名 

 

続  柄 

 

        立 会 人  住 所 

 

氏 名  

                  

続  柄 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

直筆サイン 

又は印 

直筆サイン 

又は印 

直筆サイン 

又は印 

提供責任者 
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個人情報使用同意書 
 

株式会社ピーチ福祉医療システムズ   

  

 

 

私（利用者及びその家族）は、下記記載の内容で、事業者が個人情報を必要最低限の範囲内で使用、 

提供することに同意します。 

 

 

 

 

  年    月  日 

利 用 者 
住所：  

氏名：          (署名      ) 

利用者家族 

住所： 

氏名：          (署名      ) 

利用者との関係：  

使用する目的 

＜介護サービス実施に必要な場合＞ 

介護サービスプラン作成時、アセスメント時、フィードバック時、サービ

ス担当者会議時などの各介護サービス事業の担当者間で行われる会議や

打ち合わせ、各種調整連絡、あるいはサービス提供困難時の各種連絡、紹

介業務などに必要となる場合。 
 
＜介護･医療両サービスの連携、医療サービス受療に必要な場合＞ 

利用者受診医療機関スタッフへのケアプラン等介護情報の提示が必要な

場合、あるいは受診医療機関スタッフから治療情報･医療的意見を得る必

要がある場合。利用者急変時の医療スタッフ･搬送隊へ情報提供が必要と

なる場合。 
 
＜介護･医療両保険の各種業務に必要な場合＞ 

介護保険ないし医療保険の各種業務担当者･部署に必要情報を提供する

必要がある場合。 
 
＜他の家族･親族に対する場合＞ 

利用者の心身の状況･病状などを他の家族･親族に説明する場合。 

利 用 期 間 サービス提供契約期間に準ずる。 

利 用 条 件 
情報提供は必要最小限とし、サービス提供･連携にかかわる目的以外は 

利用しません。また契約期間外においても第三者には漏らしません。 
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新倉敷ピーチホームヘルパーステーション 

（総合支援事業）訪問介護契約書 

 
 

様（以下「利用者」と略します。）と株式会社ピーチ福祉医療システムズ（以下

「事業者」と略します。）は、事業者が提供するサービスの利用等について、以下のとおり契約を

締結します。 

（契約の目的） 

第１条 事業者は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）その他関係法令及びこの契約書に従い、

利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる

よう、次のサービスを提供します。 

① 訪問介護・総合支援事業訪問型サービス 

（契約期間） 

第２条 この契約の期間は、以下のとおりとします。 

令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護（又は要支援）状態区分の変更の認定を受け、

認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護（又は要支援）認定有効期間満了

日までとします。 

２ 上記契約期間満了日までに利用者から契約更新しない旨の申し出がない場合、本契約は自動的

に更新されるものとします。 

（個別サービス計画の作成及び変更） 

第３条 事業者は、利用者の日常生活全般の状況、心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サ

ービス計画（又は総合支援事業サービス計画）の内容に沿って、サービスの目標及び目標を達成

するための具体的サービス内容等を記載した個別サービス計画を作成します。個別サービス計画

の作成に当たっては、事業者はその内容を利用者に説明して同意を得、交付します。 

２ 事業者は、計画実施状況の把握を適切に行い、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した

記録を作成し、利用者に説明の上、交付します。 

（提供するサービスの内容及びその変更） 

第４条 事業者が提供するサービスのうち、利用者が利用するサービスの内容、利用回数、利用料

は、重要事項説明書のとおりです。 

２ 利用者は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。この申し出があ

った場合、当該変更が居宅サービス計画（又は総合支援事業サービス計画）の範囲内で可能であ

り、第１条に規定する契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサー

ビスの内容を変更します。 

３ 事業者は、利用者が居宅サービス計画（又は総合支援事業サービス計画）の変更を希望する場

合は、速やかに介護支援専門員に連絡するなど必要な援助を行います。 

４ 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、そのサ

ービスの内容及び利用料を具体的に説明し、利用者の同意を得ます。 
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（利用料等の支払い） 

第５条 利用者は、事業者からサービスの提供を受けたときは、重要事項説明書の記載に従い、事

業者に対し、利用者負担金を支払います。 

２ 利用料の請求や支払方法は、重要事項説明書のとおりです。 

３ 利用者が、重要事項説明書に記載の期日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、

利用者は事業者へキャンセル料を支払うものとします。ただし、体調や容体の急変など、やむを

得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 

（利用料の変更） 

第６条 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更が生じ

た場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更後の利用者負担

金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更に同意することができな

い場合には、本契約を解約することができます。 

（利用料の滞納） 

第７条 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を２ヶ月分以上滞納した場合

は、事業者は、利用者に対し、１ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限

までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。 

２ 事業者は、前項の催告をした場合には、担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）

及び利用者が住所を有する市町村等と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよ

う、必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、前項の措置を講じた上で、利用者が第１項の期間内に滞納額の支払いをしなかった

ときは、文書をもって本契約を解約することができます。 

（利用者の解約権） 

第８条 利用者は、７日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解

約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。 

２ 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予告期間を設け

ることなく直ちにこの契約を解約できます。 

一 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわら

ず、これを提供しようとしない場合 

二 事業者が、第１２条に定める守秘義務に違反した場合 

三 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契

約を継続しがたい重大な事由が認められる場合 

（事業者の解約権） 

第９条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により２週間以上の予告期間をも

って、この契約を解約することができます。 

一 利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れ

にもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合 

二 利用者が事業者の通常の事業（又は送迎）の実施地域外に転居し、事業者においてサービス

の提供の継続が困難であると見込まれる場合 
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２ 事業者は、前項によりこの契約を解約する場合には、担当の介護支援専門員（又は地域包括支

援センター）及び必要に応じて利用者が住所を有する市町村等に連絡を取り、解約後も利用者の

健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 

（契約の終了） 

第 10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。 

一 第２条第２項に基づき、利用者から契約更新しない旨の申し出があり、契約期間が満了し

た場合 

二 第８条第１項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

三 第６条もしくは第８条第２項に基づき、利用者から解約の意思表示がなされた場合 

四 第７条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされた場合 

五 第９条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合 

六 利用者が介護保険施設へ入所した場合 

七 利用者が特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス又は認知症

対応型共同生活介護を受けることとなった場合 

八 利用者の要介護状態区分が自立となった場合 

九 利用者が死亡した場合 

（損害賠償） 

第 11 条 事業者は、サービスの提供にあたり、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損

害が発生した場合は、速やかに利用者又は利用者の家族に対して損害を賠償します。ただし、当

該損害について事業者の責任を問えない場合はこの限りではありません。 

２ 前項の義務履行を確保するため、事業者は損害賠償保険に加入します。 

３ 利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合、賠償額を減額することができます。 

（守秘義務） 

第 12 条 事業者及び事業者の従業者は、サービスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の

家族の秘密及び個人情報について、正当な理由がない限り、契約中及び契約終了後においても、

第三者には漏らしません。 

２ 事業者は、事業者の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の秘密及び個

人情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。 

３ 事業者は、利用者及び利用者の家族の個人情報について、利用者の居宅サービス計画（又は総

合支援事業サービス計画）立案のためのサービス担当者会議並びに介護支援専門員（又は地域

包括支援センター）及び居宅サービス事業者（又は総合支援事業サービス事業者）との連絡調

整において必要な場合に限り、必要最小限の範囲内で使用します。 

４ 第１項の規定にかかわらず、事業者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に

関する法律（平成 17年法律 124号）に定める通報ができるものとし、その場合、事業者は秘密

保持義務違反の責任を負わないものとします。 
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（苦情処理） 

第 13 条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、重要事項説明書

に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができま

す。 

２ 事業者は、提供したサービスについて、利用者又は利用者の家族から苦情の申し出があった場

合は、迅速かつ適切に対処し、サービスの向上及び改善に努めます。 

３ 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたし

ません。 

（サービス内容等の記録の作成及び保存） 

第 14条 事業者は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結の日から５年間保存します。 

２ 利用者及び利用者の後見人（必要に応じ利用者の家族を含む）は、事業者に対し、いつでも前

項の記録の閲覧及び複写を求めることができます。ただし、複写に際しては、事業者は利用者に

対して、実費相当額を請求できるものとします。 

３ 事業者は、契約の終了にあたって必要があると認められる場合は、利用者の同意を得た上で、

利用者の指定する他の居宅介護支援事業者等へ、第１項の記録の写しを交付することができるも

のとします。 

（契約外条項） 

第 15 条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令の定めるところを尊重

し、利用者及び事業者の協議により定めます。 
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【契約書署名欄】 

 

以上のとおり、居宅介護サービス（又は総合支援事業サービス）に関する契約を締結します。 

上記契約を証するため、本書２通を作成し、利用者及び事業者の双方が記名・押印の上、 

それぞれ１部ずつ保有します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 （利用者）私は、この契約内容に同意し、サービスの利用を申し込みます。 

また、第１２条第３項に定める利用者の個人情報の使用について、同意します。 

利 用 者     住 所                  

氏 名  

                   

  

 

（代理人）私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。 

署名代行者      住 所 

（又は法定代理人） 氏 名                    

本人との続柄 

  

（事業者）私は、利用者の申込みを受諾し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任を 

もって行います。 

事 業 者    住 所    岡山県倉敷市玉島八島 1513 

事業者名  株式会社ピーチ福祉医療システムズ 

代表者名  代表取締役 大岩 富美子 印 

 

（立会人）私は、（続柄           ）として、この契約に立ち会いました。 

住 所 

氏 名                    

 

         

 （家族代表）私は、第１２条第３項に定める利用者の家族の個人情報の使用について、同意します。 
  

家 族 代 表  住 所 

氏 名                  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

直筆サイン 

又は印 

直筆サイン 

又は印 

直筆サイン 

又は印 

直筆サイン 

又は印 


